
小城市建設工事条件付一般競争入札実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、小城市が発注する建設工事において実施する条件

付一般競争入札に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、一般競争入札

のうち、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の

規定による事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等につい

ての経験若しくは技術的適性の有無等に関する資格を定め、当該資格

を有する不特定多数の者による入札方法をいう。 

２ この要領において「事前審査型」とは、入札前に競争参加資格審査

を行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき落札決定

する入札方法をいう。 

３ この要領において「事後審査型」とは、入札後において予定価格の

範囲内の価格で最低価格を提示したものについて競争参加資格審査

を行い、当該入札者が入札公告に定める資格要件を満たしていると認

めた場合に落札決定する入札方法をいう。 

 （対象工事） 

第３条 条件付一般競争入札事前審査型（以下「事前審査型」という。)

は、設計価格が２億円以上から地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372 号）第３条第１項

に規定する総務大臣が定める額未満の建設工事について実施する。た

だし、災害対応として緊急に実施することが必要であると市長が認め

た場合は、次項の条件付一般競争入札事後審査型で実施することがで

きる。 

２ 条件付一般競争入札事後審査型（以下「事後審査型」という。）は、

設計価格が１億円以上から２億円未満の建設工事について実施する。 

３ 前項の規定にかかわらず、特別な技術を要する工事は事前審査型を

実施できるものとする。 

 （入札参加資格） 



第４条 入札に参加できる者（以下「入札参加者」という。）は、次の

各号に掲げる要件を満たし、かつ、第６条第２項に規定する当該入札

参加資格を有する旨の通知を受けた者（事後審査型にあっては、第５

条第２項に規定する入札参加届を提出した者）とする。 

(１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当する者でな

いこと。 

(２) 当該工事に対応する業種について建設業法（昭和24年法律第

100号）第３条の規定による特定建設業の許可を受けている者であ

ること。（事後審査型を除く。） 

(３) 当該工事に対応する業種について営業年数（建設業法第３条の

規定により許可を取得した後の年数）が５年以上あること。（事後

審査型を除く。） 

(４) 小城市競争入札参加資格に関する規則（平成17年小城市規則第

111号）第３条の規定による当該工事の業種に係る入札参加資格の決

定を受けている者の中から、市長が次のいずれかを指定したものに

該当する者であること。 

イ 小城市入札参加資格が一定等級以上であること。 

ロ 経営事項審査の総合評定値が一定の点数以上であること。 

ハ 小城市入札参加資格が一定等級以上であり、かつ経営事項審査

の総合評定値が一定の点数以上であること。 

 (５) 発注工種について、第５条第１項の規定による入札参加資格確

認申請書又は同条第２項の規定による入札参加届（以下「申請書等」

という。）の提出期限から開札の日までの間において、経営事項審

査の有効期間が満了するものでないこと。 

(６) 申請書等の提出期限から開札の日までの間において、小城市建

設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領による指名停

止を受けていない者であること。 

(７) 申請書等の提出期限の日以前６か月から開札の日までの間、金

融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。 

(８) 開札の日までに、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく更正又は再



生手続きの申立がなされた者でないこと。ただし、更生又は再生計

画の認可が決定されたもので、入札参加資格審査申請書を再度提出

し、前記（２）の決定を受けている者を除く。 

(９) 当該工事の他の入札参加資格者（特定建設共同企業体にあって

は他の構成員を含む。）と、資本若しくは人事面において強い関連

がある者でないこと。 

(10) 小城市暴力団排除条例（平成 24 年小城市条例第８号）第２条

第４号に規定する暴力団等でないこと。 

２ 市長は、工事の種類又は性質により、次の各号に掲げる事項を入札

参加に必要な要件とすることができる。  

(１) 当該工事と同種又は類似工事の施工実績があること。 

(２) 当該工事において適性と認められる技術者を配置できること。 

(３) 当該工事に関する施工計画が適正であること。（事前審査型に

限る。） 

(４) その他必要な事項 

（入札参加資格確認申請等） 

第５条 事前審査型の場合において入札参加資格の確認を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は、入札公告の日の翌日から起算し

て10日（小城市の休日に関する条例（平成17年小城市条例第２号）第

１条に規定する市の休日及び８月13日から８月15日の期間（以下「休

日」という。）を含まない。）以内に、入札参加資格確認申請書(様

式第１号)(以下「申請書」という。）及び次の各号に掲げる添付書類

を１部提出するものとする。 

(１) 同種工事の施工実績調書（様式第６号） 

(２) 配置予定技術者調書（様式第７号） 

(３) 総合評定値結果通知書の写し 

(４) その他市長が必要と認めるもの 

２ 事後審査型の場合において入札に参加しようとする者（以下「届出

者」という。）については、入札公告の日の翌日から起算して５日（休

日を含まない。）以内に、入札参加届（様式第２号）を１部提出する

ものとする。 



３ 申請者が特定建設工事共同企業体の場合にあっては、第１項に掲げ

る書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 共同企業体協定書（小城市建設工事共同企業体取扱要領様式第

１号） 

(２) 共同企業体編成表（小城市建設工事共同企業体取扱要領様式第

２号） 

（入札参加資格の確認） 

第６条 前条第１項の規定により申請書を提出した申請者の入札参加資

格は、小城市入札者指名等審査委員会（以下「委員会」という。）に

諮り決定するものとする。 

２ 前項の規定により入札参加資格を確認した場合は、その旨を速やか

に、入札参加資格確認通知書（様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

（入札参加資格の喪失） 

第７条 前条の規定により入札参加資格を有する旨の確認を受けた者が、

その後資格要件を満たさなくなったとき、又は申請書等に虚偽の記載

をしたことが判明したときは、入札に参加できないものとする。  

（入札公告） 

第８条 入札公告は、入札参加資格等を小城市ホームページ（以下「公

告」という。）に登載して行わなければならない。  

２ 前項の公告は、委員会に諮り決定するものとする。 

（入札説明書等の公表） 

第９条 入札説明書、提出資料作成要領、縦覧設計書、切り抜き設計書、

図面のほか入札参加者の見積りに必要な情報は、公告後速やかに公表

するものとする。 

（入札説明書に対する質問及び回答） 

第10条 申請者及び届出者は、前条の規定により公表している情報の内

容について、申請書等の提出期限の翌日から起算して次の各号に掲げ

る日までに書面又は電子メールにより質問をすることができる。 

(１) 見積期間が15日以上の場合は７日間 

(２) 見積期間が10日以上15日未満の場合は５日間 



(３) 見積期間が10日未満の場合は２日間 

２ 質問に対する回答は、速やかに回答するものとする。 

（事後審査型における落札決定又は入札参加資格不適格の決定） 

第11条 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを

確認した場合は、その者を落札者と決定し小城市財務規則（平成17年

小城市規則第38号）に規定する落札決定通知書（様式第58号）により

通知するとともに、その他の入札参加者全員にその旨を周知するもの

とする。 

２ 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確

認した場合は、その旨を委員会に諮り決定し、当該落札候補者に対し

て入札参加資格要件不適格通知書（様式第４号）を通知するものとす

る。 

３ 前項の場合において、予定価格の範囲内の価格で当該落札候補者の

次に低い価格で入札した者があるときは、前２項の規定を準用する。  

（見積期間） 

第12条 入札参加者の見積りに要する期間は、第５条第１項及び同条第

２項に規定する申請書等の提出期限の翌日から起算することとする。

ただし、第９条に規定する入札説明書等の公表が公告後速やかに行わ

れていない場合は、この限りではない。 

（苦情処理） 

第 13 条 入札参加資格の確認等、条件付一般競争入札の手続きに関し異

議がある者は、事実を知り得た日の翌日から起算して５日（休日を含

まない。）以内に書面により、市長に理由説明を求めることができる。 

２ 市長は、前項により説明を求められたときは、説明を求められた日

の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に入札参加資格確

認等説明書（様式第５号）により回答するものとする。 

３ 前項の理由説明に不服がある者は、書面を受理した日の翌日から起

算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、委員会に苦情申

立てを行うことができる。 

４ 前項による苦情申立が行われた場合には、入札又は契約の中止、解

除等が行われる場合がある。 



   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、平成 19 年６月１日から施行し、施行日以後に公告を行う

ものから適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、平成 19 年７月 20 日から施行し、施行日以後に公告を行

うものから適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、平成 27 年５月１日から施行し、施行日以後に公告を行う

ものから適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、平成 30 年１月１日から施行し、施行日以後に公告を行う

ものから適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和２年３月３日から施行し、施行日以後に公告を行う

ものから適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和３年２月 18 日から施行し、施行日以後に公告を行う

ものから適用する。 



様式第１号（事前審査型） 

 

入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日 

 

小城市長     様 

 

          所 在 地 

          商号又は名称 

          代 表 者 氏 名 

 

貴市発注の○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事の入札に参

加したいので、下記資料を添えて申請します。 

なお、この申請書及び提出資料のすべての記載事項は事実と相違ない

こと及び下記の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたし

ます。 

また、この申請に係る建設工事の請負契約の相手方となった場合にお

いて、下記の５の事項に該当する者を下請契約（２次以降の下請契約を

含む。以下同じ。）の相手方としていた場合においては、市からの求めに

応じ、当該下請契約等を解除することを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係

る建設工事の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方

が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。 

また、市が必要な場合には、下記の５の事項に関して佐賀県警察本部

に照会することを承諾します。 

記 

１ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の

規定に該当する者 

２ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立て



がなされている者 

３ 入札参加資格確認申請書提出期限日以前の６か月前から現在までの

間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者 

４ 本工事の他の入札参加資格確認申請者と資本又は人事面において強

い関連がある者 

５ 小城市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団等 

 

○提出資料 

１ 同種工事の施工実績調書（様式第６号） 

２ 配置予定技術者調書（様式第７号） 

３ 総合評定値結果通知書の写し 

 

注１） 添付資料については、工事の種類又は性質により必要とされる

ものを記載する。 

 

注２） 申請者が共同企業体である場合は、「住所」、「商号又は名称」及

び「代表者氏名」は 

・  共同企業体の名称 

・  共同企業体の代表者の「住所」、「商号又は名称」及び「代表者氏

名」 

・  共同企業体の代表者以外の構成員の「住所」、「商号又は名称」及

び「代表者氏名」 

を記載すること。 



様式第２号（事後審査型） 

 

入 札 参 加 届 

 

  年  月  日  

 

小城市長     様 

 

             所 在 地 

          商号又は名称 

             代 表 者 氏 名 

 

貴市発注の○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事の入札に参

加したいので届け出ます。 

なお、この届出書及び提出資料のすべての記載事項は事実と相違ない

こと及び下記の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたし

ます。 

また、この申請に係る建設工事の請負契約の相手方となった場合にお

いて、下記の５の事項に該当する者を下請契約（２次以降の下請契約を

含む。以下同じ。）の相手方としていた場合においては、市からの求めに

応じ、当該下請契約等を解除することを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係

る建設工事の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方

が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。 

また、市が必要な場合には、下記の５の事項に関して佐賀県警察本部

に照会することを承諾します。 

記  

１ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の

規定に該当する者  

２ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立て



がなされている者 

３ 入札参加届提出期限日の６か月前から現在までの間、金融機関等に

おいて手形又は小切手の不渡りを出した者 

４ 本工事の他の入札参加届出者と、資本又は人事面において強い関連

がある者 

５ 小城市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団等 



様式第３号（事前審査型） 

第      号 

 年 月 日 

 

              様 

 

小城市長 

 

入札参加資格確認通知書 

 

先に申請のあった下記の案件に係わる入札参加資格について、下記の

とおり確認したので、通知します。 

 

記 

１ 工事名        

２ 施工場所      小城市    町 

３ 入札日時          年  月  日  時  分 

４ 入札場所       

５ 入札参加資格の有無 有・無 

６ 理由又は条件     

７ 競争入札の方法   条件付一般競争入札 

８ 入札保証金     小城市財務規則第 85 条第１項第２号により免除 

９ 契約保証金     納付（請負代金額の 100 分の 10 以上(ただし、小城市財務

規則第 104 条第２項に該当する場合は免除)) 

10 予定価格             円 

（上記予定価格は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。） 

11 最低制限価格    有 ・ 無 

12 前金払       有（契約金額の 40％以内） 

13 部分払       有（小城市財務規則第 62 条第３項の規定による） 

14 入札日までに、工事費内訳書及び現場代理人等配置予定事前届出書を提出しなけ

ればならない。なお、工事費内訳書及び現場代理人等配置予定事前届出書を提出し



ない者は、入札に参加できない。 

15 見積もった入札金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退し、別に定める入札

辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札

参加に不利益な扱いを受けることはない。 

16 入札に際しては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等について設計図書

等に記載された処理方法等により積算した上で入札すること。また、落札者は落札

決定後に分別解体の方法等を契約書に記載するために発注者と協議を行うこと。 

17 小城市発注の工期が重複する近接した工事と、同一業者が落札し契約した場合は、

設計変更により諸経費の調整を行う。 

18 設計図書に関する質問は、発注者側の回答期間・回答後の入札参加者の見積期間

を考慮し、    年  月  日（ ）までとする。なお、質問事項に対する回

答は入札参加者すべてに行う。 

19 入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、当該理由について説明を

求めることができる。 

説明を求める場合は、   年 月 日（ ）までに小城市役所○○課にその旨

を記載した書面を提出すること。 

※ 入札心得については、小城市ホームページ（http：/www.city.ogi.lg.jp）に掲

載しているので、確認すること。 

※ 図面等は（発注機関名）にて配布する。 



様式第４号（事後審査型） 

第         号 

  年  月  日 

 

 

              様 

 

 

小城市長 

 

入札参加資格要件不適格通知書 

 

先に入札を執行しました下記工事については、審査の結果、貴社は入

札参加資格がないと認めましたので通知します。 

 

記 

 

工 事 名  

入 札 執 行 の 

日    時 
  年  月  日 

入札参加資格がな

いと認めた理由 
 

 

なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、当該理

由について説明を求めることができます。 

説明を求める場合は、   年 月 日（ ）までに小城市○○課に

その旨を記載した書面を提出すること。 



様式第５号 

第         号 

  年  月  日 

 

 

              様 

 

 

小城市長 

 

入札参加資格確認等説明書 

 

  年  月  日付けで提出された下記工事に対する異議に対

し、下記のとおり説明します。 

 

記 

 

工 事 名  

説 明 内 容 

 

 

 

 

なお、この説明に不服がある場合は、小城市建設工事条件付一般競争

入札実施要領第１３条第３項の規定により、苦情申立てを行うことがで

きます。 

苦情申立てを行う場合は、   年 月 日（ ）までに小城市○○

課に苦情申立書（任意様式）を持参により提出してください。 

なお、苦情申立てについては、小城市入札者指名等審査委員会におい

て審議されます。 



様式第６号 

同種工事の施工実績調書 

 

商号又は名称         

 

工 事 名  

施工場所  発注機関名  

工 期  契約金額  

工事内容 

 

 

 

 

 

工 事 名  

施工場所  発注機関名  

工 期  契約金額  

工事内容 

 

 

 

 

 

工 事 名  

施工場所  発注機関名  

工 期  契約金額  

工事内容 

 

 

 

 



様式第７号 

配置予定技術者調書 

 

商号又は名称         

配置予定者の氏名  生年月日  

 

最終学歴 

 

 

法令による

資格・免許 
 

取得時期   年 月 日 

 

工 事 名  発注機関名  

施工場所  契約金額  

工 期  従事役職  

工事内容 

 

 

 

工 事 名  発注機関名  

施工場所  契約金額  

工 期  従事役職  

工事内容 
 

 

 

工 事 名  発注機関名  

施工場所  契約金額  

工 期  従事役職  

工事内容 
 

 

 



様式第８号   支店・営業所に係る技術者配置状況調書 

住 所                

入札参加者（会社）名       印 

１ 

氏名  

生年月日  

当該支店等への配置年月日  

法令による資格・免許  

 

２ 

氏名  

生年月日  

当該支店等への配置年月日  

法令による資格・免許  

 

３ 

氏名  

生年月日  

当該支店等への配置年月日  

法令による資格・免許  

 

４ 

氏名  

生年月日  

当該支店等への配置年月日  

法令による資格・免許  

 

５ 

氏名  

生年月日  

当該支店等への配置年月日  

法令による資格・免許  

小城市内に当該工事に係る建設業の許可を受けた支店又は営業所を有する者の資格

で入札参加する方は、本調書を提出してください。また、資格を証明する免許証等の

写し及び常時配置していることを証する書類の写し等を添付してください。 



様式第９号 

営 業 所 一 覧 表 

建設業者名：           

名   称 許可を受けた建設業 所 在 地 電話番号 

 

（主たる営業所） 

 

 

 

 

（その他の営業所） 

特  定 一  般   

  

 


